
ど 地域における 体制 ( 施設・設備整備、 マンパワ一の 確保、 人材育成等 ) 、 

物資の備蓄、 本庁や関係機関との 連携等について 定める必要があ る。 また、 
感染症や食中毒など 個別分野のマニュアルや 計画があ る場合には、 地域 健 

康 危機管理計画の 一部として位置付け、 平時から相互の 連携を十分に 図る 

ことが重要であ る。 

W  生活習慣病等その 他の地域保健対策 

] 地域における 現状と課題 

0 健康課題の精査、 原因究明が不十分であ る。 

・健康課題については、 科学的根拠に 基づき、 原因究明につながる 専門的 

な分析を行 う ことが必要であ る。 

・地域住民や 地域の事情に 精通した関係者の 積極的な参加を 図り、 地域関 

連情報 ( 地域環境、 産業構造、 生活習慣など ) や 、 これまで実施してき 

た地域保健施策に 関する情報を、 総合的に分析する 必要があ る。 

・さまざまな 保健関係計画の 健康課題があ るが、 それぞれが共通の 手法で 

分析され、 優先度を決めることができるようにする 必要があ る。 

・健康課題の 分析を行 う ための標準的な 手法が提示されておらず、 標準的 

な分析手法を 確立し、 提示する必要があ る。 

0 健康課題解決のための 具体的な方策の 検討がなされていない。 

・明確になった 健康課題を解決するための 方策や到達目標について 検討 

する際には、 当該健康課題に 精通した専門家を 招へいし、 助言を得るな 

どの仕組みを 構築する必要があ る。 

  健康課題を解決するための 方策が、 行政の枠組みの 中での対策にとどま 

っており、 具体的な目標設定のないことがあ るので、 地域の医療機関、 

教育機関、 保健福祉機関、 健康増進機関、 地域住民の自治組織等と 連携・ 

協働した対策を 講じるとともに、 役割分担の明確化やその 到達目標の具 

体 的な設定を行 う 必要があ る。 

  施策目標を設定している 場合においても、 適切な評価システムや 進行管 

理が行われていないことが 多いため、 具体的な評価システムや 政策評価 

手法を導入し、 住民にもわかりやすい 評価を実施する 必要があ る。 また，   

評価に よ る客観的な検証結果を 活かせるシステムの 構築も行 う 必要が 

あ る。 

・各保健関係計画について、 実質的に総合的な 検討を行い、 実施するため 
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に 、 行政組織内に 計画策定のための 横断的な組織・プロジェウト 等を立 

ち上げ、 併せて、 効果的運用を 可能とする事務局の 運営形態や位置付け 

についてはっきりさせる 必要があ る。 

0 専門的な人材の 育成及び地域保健担当職員の 資質向上が、 十分図られてい 

ない。 

・地域保健に 携わる専門技術職員の 育成及び地域保健担当職員の 資質 向 

上を図るとともに、 能力に応じた 適正な配置を 行う必要があ る。 

  地域保健対策に 保健所が積極的に 関与していくためには、 保健所の企画 

調整部門が政策立案できるようなトレーニンバが 必要であ る。 

0 地域保健対策に 住民の主体的な 参加がなされておらず、 拡がりがない。 

・民間保健医療サービス や 、 N PO 法人等のボランテイ ァ 活動が活発化し 

ているが、 地域保健活動において、 行政と民間双方の 果たすべき役割に 

応じた適切な 協働関係を構築するまでに 至っていない。 

・民間が積極的に 参加できる協働の 仕組み作りが 必要であ るとともに、 行 

政への要望や 地域情報の提供といった、 民間として果たすことができる 

役割について 検討する必要があ る。 

・住民が健康な 生活習慣の重要性に 対する関心と 理解を深め、 生涯にわた 

って 、 自らの健康状態を 自覚するとともに・ 積極的に健康の 増進に努め 

ることができるよう、 住民にとってわかりやすい 情報公開のあ り方や主 

体 的な行動を促す 環境を整備することが 必要であ る。 

0 地域住民等への 説明や情報公開が、 十分に行われていない。 

・地域保健計画を 策定するに当たり、 住民にとってわかりやすく、 住民が 

判断できるような 情報 ( 健康指標や地域保健施策、 検討資料など ) を 積 

極 的に公開していないため、 住民の改善意欲や 危機感を引き 出すに至っ 

ていない。 住民が自らの 健康課題に直面する 機会 ( 健康診査等 ) を積極 

的に活用するなど、 主体的な行動を 促す環境を整備することが 必要であ 

る 。 

0 市町村への技術的支援の 内容が変化している。 

・市町村において 保健 師 等の専門技術職員の 配置が進み・ 都道府県と市町 

村の業務分担が 進んできている。 都道府県に求める 技術支援の内容は、 

より専門的かつ 高度なものとなってきているため、 都道府県では、 技術 

的 支援を担うことができる 専門家の確保、 育成及 び 配置のあ り方につい 
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て 検討が必要であ る。 

2  地域保健対策の 最近の主な動向 

1 ) 健康日本 2 1 

0 平成「 2 年より、 「 2 1 世紀における 国民健康づくり 運動 ( 健康日本 2 1 ) 」 

が 推進されている。 これは、 健康寿命の延伸等を 実現するために、 20 「 

0 年度を目途とした 具体的な目標等を 提示すること 等により、 健康に関連 

する全ての関係機関・ 団体等を始めとして、 国民が一体となった 健康づく 

り 運動を総合的かっ 効果的に推進し、 国民各層の自由な 意思決定に基づく 

健康づくりに 関する意識の 向上及び取組を 促そうとするものであ る。 

0 平成 1 4 年には健康増進法が 公布され、 「健康日本 2 1 」の法的根拠が 整 

い 、 平成 1 6 年 8 月には「健康増進事業実施者に 対する健康診査の 実施等 

に関する指針」が 施行され、 現在は中間評価が 行われているところであ る。 

2) 健康フロンテイア 戦略 

0  平成 1 6 年 5 月に与党幹事長・ 政調会長会議によってとりまとめられたも 

のであ り、 政府において、 重点的に施策を 展開することが 決定されている。 

0 国民の健康寿命を 2 年程度伸ばすことを 基本目標に置き、 「働き盛り 層 」、 

「女性 層 」、 「高齢者層」など 国民各層を対象として 生活習慣病対策と 介護 

予防を進めるものであ り、 平成 1 7 年度からの 1 0 か年 戦略であ る。 

3) 医療計画の見直し 

0 住民や患者の 視点を尊重した 分かりやすい 保健医療提供体制の 構築、 質が 

高く効率的な 保健医療提供体制の 実現等を通じて、 安心して日常生活をす 

ごせるよう患者本位の 医療サービスの 基盤づくりを 行うことが課題とな 

っている。 また、 平成「 5 年 8 月にまとめた「医療提供体制の 改革の ビジ 

ョン 」等の状況を 踏まえ、 今後の医療計画制度は、 患者の視点の 尊重に重 

点を置き、 安心、 安全な医療の 確保、 患者に対する 情報の提供と 選択の支 

援等が新たな 目的として期待されている。 このような状況の 中、 国におい 

ては今後の医療計画制度のあ り方について 検討を行っているところであ 

る。 
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V  地域保健計画のあ り方 

0  こうした地域保健対策の 課題や動向を 踏まえれば、 限り あ る保健医療資源 

を 有効に活用し、 地域の抱える 健康課題に即した、 科学的根拠に 基づく対 

策を着実かつ 効果的に講じていく 観点から、 都道府県地域保健計画の 位置 

付けをはじめ、 地域保健計画の 今後のあ り方を明確にする 必要があ る。 

「 地域保健計画の 性格 

1 ) 都道府県の役割 

0  これまで地域保健医療計画として 位置付けられてきた 保健と医療の 一体 

的 運用を継続する 観点から、 医療計画の見直しの 動向を踏まえっ っ 地域保 

健計画の位置付けを 考える必要があ り、 医療計画とは 今後も一体的に 策定 

すべきであ る。 保健所を設置する 政令市においても、 都道府県の策定した 

医療計画及び 地域保健計画を 参考にするべきであ る。 

0 都道府県策定の 保健関係計画 ( 健康増進計画等 ) 及び市町村策定の 保健関 

係計画 ( 母子保健計画、 市町村健康増進計画等 ) については、 適切な方法 

に基づく健康課題の 抽出、 解決策の分析は 共有すべきであ る。 また、 保健 

分野以外の連携を 必要とする計画 ( 地域福祉支援計画、 障害者福祉計画、 
防災計画、 国民保護計画等 ) については、 地域保健計画の 位置付けを明確 

化するにあ たり、 調整・整合性を 図る必要があ る。 

0 都道府県が実施主体であ る地域保健施策については、 都道府県が計画の 策 

定、 実施、 評価を行わなければならない。 また、 市町村が実施主体であ る 

母子保健、 老人保健等については、 都道府県が広域調整や 評価を行 う 必要 

があ る分野として 計画の中に位置付け ，あ らかじめ市町村の 意見を聴いて、 
これを地域保健計画の 中に反映させる 必要があ る。 

2) 国の役割 

0 都道府県に対し、 「地域保健対策の 推進に関する 基本指針」を 示すととも 

に 、 関係計画に共通する 技術的な指針として、 計画策定の参考となる 健康 

指標 ( 例 : 健康寿命など ) 及び分析手法 ( 例 : 過剰死亡数の 算定など ) を 

明示する必要があ る。 その際、 国は、 データ や 判断基準を示し、 この健康   

指標や分析手法を 使うことによって 地域において 何がわかり、 どんな課題 

が見えるのか 等を明らかにした 上で、 どの健康指標や 分析手法を採択する 

かは、 都道府県の裁量とすることが 適当であ るが、 全国的に対策が 必要と 
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考える共通課題を 明示することも 必要であ る。 

0 国は、 計画策定に必要な 既存の子 一タを 一括して、 インターネット 等で提 

供すべきであ る。 具体的には、 以下のデータ 等が考えられる。 
・厚生労働省、 都道府県、 市町村などによる 行政調査結果 

・ライフステージごとに 分類 ( 性・年齢階級別 ) 

・年齢調整等による 標準化 等 

0  その他、 データの信頼度 ( 算定根拠、 対象者の範囲、 各年齢階級の 人数、 
基準など ) の表示や、 疾病登録の状況とのリンクなども 行 う べきであ る。 

また、 将来、 職域保健、 地域保健のデータ 等も参照できるようになること 

が 望ましい。 

2  地域保健計画の 策定方法 

0 地域保健計画は 、 国が定める「地域保健対策の 推進に関する 基本指針」の 

内容を踏まえて 策定する。 ただし、 基本指針については、 今回の中間報告 

を 踏まえて、 改正に関する 検討を行 う べきであ る。 

0 計画策定のための 組織体制 

・都道府県は、 計画の策定が 事務的な関与のみに 終始することなく、 実質 

的に総合的な 検討や実施が 行われるように、 また、 各分野に共通する 基 

本的考え方や 保健全体を包括する 計画の考え方の 整理ができるように、 
計画策定に当たっては、 健康増進、 感染症、 精神保健、 医事、 薬事、 食 

品等の関係部局に 跨る横断的な 組織・プロジェクト 等を設置する 必要が 

あ る。 

0 健康課題の分析及び 優先課題の選定に 係る技術的指針 

・保健関係計画等を 定める際には、 健康課題を分析し、 優先課題を明確に 

することが、 限りあ る保健医療資源を 有効活用する 上で不可欠であ り、 
国においては 保健分野に共通して 使用する健康課題の 分析及び優先課題 

の選定に係る 技術的指針を 策定し、 その法的位置付けについても 明確化 

する必要があ る。 

・主要な健康課題としては、 例えば、 以下のものが 考えられる。 
の 死亡に関わる 疾患 : がん ( 部位 別 ) 、 心 ・脳血管疾患、 自殺、 事故 

②要介護状態・ 障害に関わる 疾患・状態 : 脳血管疾患、 骨関節疾患、 転 
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倒 ・骨折、 認知 症 、 糖尿病合併症 

③医療費等の 経済負担の大きい 疾患     糖尿病及びその 合併症 

④欠勤・自殺などによる 社会的損失     うつ 

⑤社会的関心の 高い疾患 ( 状態 ) : 児童虐待、 高齢者虐待 

⑥地域特性に 応じた健康課題上のリスク 状態 : 肥満、 喫煙、 生活習慣病、 

生活機能 ( 口腔機能を含む ) 低下 

⑦その他 : 環境要因の大きい 疾患 

・地域における 健康課題を、 過剰死亡、 地域格差、 健康弱者の問題など、 

通常把握している 地域保健関連子一 タ から抽出するとともに、 原因究明 

のための分析を 行 う 。 新たな分析方法として、 例えば、 千葉県で用いら 

れている S  A  L  T  法 (Systematically  Attainable  Longevity  Target) 等 

が挙げられる。 

・優先課題の 抽出、 その取組の優先度の 判定を行 うに 当たり、 考慮すべき 

観点としては ，例えば以下の 事項が考えられる。 

①疾病負荷の 程度 

②改善可能性 : 到達目標の設定 

③経済効率 : 利益と負担のバランス 

④緊急性、 必要性 ( 過剰死亡 等 ) 

⑤対策可能性 ( 予防効果 ) 

⑥住民二一 ズ 等 

0 具体的到達目標・ 施策・実施体制等の 明示 

・保健関係計画等の 具体的な施策を 踏まえ、 抽出・分析された 健康課題の 

到達目標を達成するための 施策・実施体制・ 期限等を明示する。 

・公的機関による 取組だけでなく、 民間を含めて 記載をする。 

・地域保健対策を 進めていく上で、 都道府県は、 ストラクチャー、 プロセ 

ス 、 アウトプット、 アウトカムに 分けて分析を 行い，それらの 段階ごと 

に健康課題に 対応する目標、 施策等を明確に 示すべきであ る。 

0 地域保健計画の 実施状況の評価 

・事業評価は 毎年行 う こととし、 これにより得られた 生活者個人の 視点か 

らの建設的な 意見や客観的な 検証結果を、 実施施策の方法論、 健康課題 

の 解決等に役立てるとともに、 全体資源配分 ( 提供体制 ) や次期計画の 

見直しに反映させる。 
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・具体的な評価方法や 政策評価手法 ( ライフコースアプローチ 等 ) に留意 

し、 住民にもわかりやすい 評価を実施する。 

・市町村実施事業 ( 例えば、 母子保健、 老人保健など ) についても、 その 

データ分析や 問題点の抽出、 モニタリンバ、 評価等は、 都道府県が行う。 

  評価結果は、 地域住民等にわかりやすく、 かっ、 積極的に公表する。 

・都道府県が 行った評価の 結果については、 これを国の施策にフィードバ 

ック させる。 

0 その他 

・計画策定の 過程において、 データ収集、 健康課題の精査、 住民に対する 

情報公開とニーズの 分析、 具体的な施策、 地域関係者の 連携強化、 外部 

機関の活用、 保健サービス 提供者の資質向上、 評価等について 検討し、 

記載する。 都道府県は、 住民が地域の 健康課題を理解し、 その解決に向 

けてなすべきことを 共に考え、 施策の必要性とあ り方を共有できるよう、 

健康課題の原因究明等の 段階において、 インターネット 等を活用し 、 計 

画策定の過程で 住民の意見を 反映させる。 

W  まとめ 

「 国内外での地域保健に 関する新たな 潮流への対応 

0  国内外での地域保健に 関する新たな 潮流に即応するため、 健康危機管理の 

あ るべき姿とは、 保健所を中心として、 地方衛生研究所の 技術的・専門的 

支援を得つつ、 医師会・医療機関、 察 、 消防等の関係機関と 連携して、 

平時には情報収集、 分析、 監視業務等を 通じて健康危機の 発生を未然に 防 

止するとともに、 所管区域における 健康危機管理を 総合的に行 う システム 

を 構築し、 健康危機の発生時にはその 状況を把握し、 地域に存在する 保健 

医療福祉資源を 調整して、 関連機関を有機的に 機能させることにより、 地 

域住民の健康と 安全を守るためのより 積極的な公衆衛生活動を 行 う こと 

であ る。 

0 健康危機管理や 生活習慣病対策等の 地域保健対策と 密接不可分であ る 医 

療 対策については 都道府県が実施主体となっており、 また、 市町村が行う 

保健対策についても、 都道府県が、 圏域における 広域の調整についてより 

積極的な役割を 果たすことが 期待されていることなどから、 地域特性に応 

じた対策の実施等を 図り、 健康危機管理や 生活習慣病対策等の 地域保健 対 
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策を効果的かつ 効率的に推進するためには、 都道府県が地域保健計画を 策 

定することについて 制度上の位置付けも 明確にすべきであ る。 

2  保健所を中心とした 地域における 健康危機管理体制の 構築 

0 健康危機に対しては、 公衆衛生の専門家が、 現場における「最初の 対処者」 

となる。 健康危機が発生した 場合、 その初動を担 う のは、 医師、 歯科医師、 
薬剤師、 獣医師、 保健郎，管理栄養士等の 専門技術職員が 配置されて，地 
域保健の第一線機関であ る保健所が最も 適している。 

0 保健所における 健康危機管理の 対象分野としては、 従来から健康危機管理 

の対象としている 感染症、 医薬品、 食中毒、 飲料水汚染などに 加え，重大 

健康危機や医療安全への 対応の強化充実が 望まれるとともに ，今後新たに 

対応すべき課題としては、 初動時に原因の 特定ができない 健康危機の事例 

への対応、 生物テコ等、 虐待、 公衆衛生上問題のあ ると考えられる 死体の 

死因調査、 災害時の対策が 挙げられる。 

0  また，従来から 健康危機管理については、 健康危機が発生した 時の対応の 

みにその注目が 集まりがちであ るが、 それぞれの事例に 対して平時におい 

ては，サーベイランス 等情報収集・ 分析、 マニュアルの 策定や訓練等の 有 

事 に備えた体制整備及び 予防教育・指導・ 監督等健康危機の 発生を予防し、 
その対応準備を 行っていることが 必要であ る。 更に、 事後においては、 健 

康危機の追跡調査や PTSD 対策、 あ るいは一連の 対応の評価など 継続し 

た 取組が重要であ る。 そのため、 保健所は地域における 健康危機管理体制 

の拠点として、 地方衛生研究所は 技術的・専門的支援機関としての 位置付 

けを明確にし、 有事のみならず 平時及び事後の 対応を十分に 行えるよ う に 

機能の強化を 図るとともに、 今後は ， これまで以上に 健康危機管理を 業務 

の核とするべきであ る。 
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3  今後の地域保健計画 

0 地域の限りあ る保健医療資源を 調整して、 必要な地域保健対策を 着実に、 
かっ、 効果的に進めるため、 都道府県は、 地域保健計画を 策定し、 これま 

で 以上に、 広域調整及び 責任を積極的に 担 う ことが期待されている。 
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0 地域保健計画の 策定に当たっては、 「始めに予定事業あ りき」といったプ 

ロジェクト・オリエンテッド ( 事業中心主義 ) ではなく、 まずどうすれば 

地域の健康課題を 解決できるかについて、 プロブレム，オリエンテッド ( 課 

題 中心主義 ) により検討し、 その後、 課題解決に必要な 事業を検討するべ 

きであ る。 

0 地域保健対策は、 複数の関係法律に 基づく施策の 集合体であ ることから、 

地域保健計画は、 健康危機管理への 対応や各種の 健康課題への 優先度を明 

確にしたあ るべき方向性を 総合的に記載し、 法律上の位置付けも 明確化さ 

れた計画として 策定することが 必要であ り、 明示された優先度に 応じて健 

康課題に対する 資源配分の方針を 示すのが地域保健計画の 役割であ る。 

0  また、 地域における 健康危機管理体制の 確保と、 人材の確保及び 資質の向 

上 、 保健所等の施設・ 設備の確保、 調査及び研究等の 推進といった 地域保 

健 に関する基盤整備について、 公が担 う べき公衆衛生上の 役割を明らかに 

しつつ、 記載すべきであ る。 

0  以上を整理すると、 地域保健計画の 含むべき内容は、 おおむね次のとおり 

であ る。 

①健康危機管理計画 

②生活習慣病対策その 他の地域保健対策 (ry 喉 計画に基づき 記載 ) 

③地域における 健康課題への 資源配分の方針 

④基盤整備 ( 人材の育成・ 確保、 保健所等の施設・ 設備、 調査・研究等 ) 
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